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地元野菜のトラック市を開催

農地のマッチング事業を実施

626

令和７年７月に寝屋川市駅特設会場にてトラック市が開催されました。

農業研究クラブの皆様が主体となって、寝屋川の農家が育てた採れたて野菜等が販売され

ました。

両手にたくさんの野菜を持って帰られる方々や「毎年楽しみにしています！」「すごくおいし

い」とおっしゃる方々など、３日間で延べ 人の方が訪れました。

寝屋川市では、「高齢だから耕作してくれる人に貸したいな。」「農地を借りて耕作したい！」

という方々に対して、農地マッチング事業を行っています。

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」等を使用することで、賃借権等が発生せず、期間

終了後は自動的に契約が終了します。

現在、農地を貸したいと登録されている農地は右記のとおり（令和７年８月時点）です。

所在地 登記地目 面積（㎡）

１ 大谷町 田 585

２ 大谷町 田 565

３ 寝屋川公園 田 823

４ 梅が丘二丁目 田 170

５ 高宮二丁目 田 170

ねやがわ農業トピックス

和気あいあいと野菜を販売する様子 新鮮な野菜がずらりと並びました！

遊休化していた農地が新しい借り手を迎えてきれ
いに耕作されています！

問い合わせ先

農業委員会事務局

☎825-2746
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令和６年４月１日から令和７年３月 31日までの間に、

農業委員会で審議された主な法令業務などについて、

下記のとおり報告します。 

農地法関係 

租税特別措置法関係 

その他 

 件数 筆数 面積（㎡） 

贈与税・相続税 

納税猶予適格者証明 
5 21 12,024.00 

贈与税・相続税 

納税猶予特例農地利用状況確認
 

2
 

2
 

2,209.00
 

 

 

農地を住宅や駐車場などの用途に使用する場

合は、工事着工までに許可を得ること（市街化区

域内の農地転用は届出）が必要です。 

市街化区域内の農地については、農地転用の

届出をせずに造成行為をしてしまった農地が多

く見受けられます。 

農地を転用する場合には、事前に農業委員会

まで許可申請（届出）をお願いします。 

農地法等による 

各種届出のお願い 

 

 

 

農地を相続等により取得した場合には、農業

委員会に届出をお願いいたします。届出が必要

な方は、次の理由で取得された方です。 

１． 相続（遺産分割、包括遺贈、相続人に対す

る特定遺贈を含む。）により農地の権利を

取得した場合。 

２． 時効により農地の権利を取得した場合。 

 農地の賃貸借（農業委員会に届出ていないい

わゆる“ヤミ小作”や、賃料を伴わない使用貸借

による契約を除く。）を当事者間で合意解約され

た場合には、農業委員会への届出が必要です。 

  

 農地に農業用倉庫（敷地面積が 200㎡未満）を

建てる場合や、農地を 30 ㎝以上かさ上げして耕

作する場合には、農業委員会に“使用目的変更承

認願”を提出していただく必要があります。  

宅地等へ転用する場合 

農地を相続した場合 農地の賃貸借を解約した場合 

農業用倉庫建築や、農地に盛土をする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 件数 筆数 面積（㎡） 

農地へ地目変更承認願 1 1 86.00 

農業用倉庫承認願 8 8 932.62 

 

令和６年度 

農業委員会の 

審議処理件数等

の報告 

 件数 筆数 面積（㎡） 

３条許可 

（農地売買等） 
21 50 24,714.04 

４条届出 

（市街化区域内農地転用） 
20 33 20,094.50 

４条許可 

（市街化調整区域内農地転用） 
2 2 531.00 

５条届出 

（市街化区域内農地転用） 
14 27 9,797.28 

５条許可 

（市街化調整区域内農地転用） 
2 4 2,712.00 

農地転用合計 38 66  33，134.78  

18 条許可 

（賃貸借一方解約） 
0 0 0.00 

18 条通知 

（賃貸借合意解約） 
0 0 0.00 
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に農地に親しみを持っていただくよう、農地景観形成
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と
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一
日
は
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ

ル
で
農

業
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
？

４
時
30
分
に
起
床
し

畑
の
水
や
り
と
田
ん
ぼ
の

水
の
管
理
を
行
い

６
時
頃
に
帰
宅
し

７
時
に
は

会
社
に
出
勤
し
て
い
ま
す

そ
の
後
16
時
頃
に
は
退

勤
し

再
度
農
地
に
戻
り
農
作
業
を
し
て
い
ま
す

ど
の
よ
う
な
作
物
を
作

て
い
ま
す
か
？

現
在
は
米

枝
豆

茄
子

と
う
も
ろ
こ
し
を
栽
培

し
て
い
ま
す

す

今
後
は
人
参

き

う
り

カ
ボ
チ

ブ
ロ

コ

リ

大
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等
に
も
チ

レ
ン
ジ
し
て
い
き
た
い
と

え
考

て
い
ま

農
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を
始
め
よ
う
と
思

た
き

か
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は
？

家
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も
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齢
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な
り

私

奥
様

が
教
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の
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に
就
い
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い
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り

食
の
勉
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を
始
め
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が
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そ
の
中
で
自
分
た
ち
で
作
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心
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な
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べ
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こ
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で

自
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の
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守

て
い
き
た
い
と
思
い

農
業
を
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農
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や
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収
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感
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見
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知
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の
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農
薬
栽
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さ

れ
て
い
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農
家
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方
の
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伝
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兼
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２
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兼
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